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大 阪 府 情 報 公 開 条 例 

 

公布 平成１１年１０月２９日条例第 ３９号 

施行 平成１２年 ６月 １日 

改正 平成１２年１０月２７日条例第１３７号 

施行 平成１３年１１月 １日 

改正 平成１３年１０月３０日条例第 ７４号 

 施行 平成１３年１０月３０日 

改正 平成１５年 ３月２５日条例第  ９号 

 施行 平成１５年１１月２５日 
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附則 

 

情報の公開は、府民の府政への信頼を確保し、生活の向上をめざす基礎的な条件であり、

民主主義の活性化のために不可欠なものである。 

府が保有する情報は、本来は府民のものであり、これを共有することにより、府民の生活

と人権を守り、豊かな地域社会の形成に役立てるべきものであって、府は、その諸活動を府

民に説明する責務が全うされるようにすることを求められている。 

このような精神のもとに、府の保有する情報は公開を原則とし、個人のプライバシーに関

する情報は最大限に保護しつつ、行政文書の公開を求める権利を明らかにし、併せて府が自

ら進んで情報の公開を推進することにより、「知る権利」の保障と個人の尊厳の確保に資す

るとともに、地方自治の健全な発展に寄与するため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、行政文書の公開を求める権利を明らかにし、行政文書の公開に関し必

要な事項を定めるとともに、総合的な情報の公開の推進に関する施策に関し基本的な事項

を定めることにより、府民の府政への参加をより一層推進し、府政の公正な運営を確保し、

府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府民の府
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政への信頼を深め、府民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得

した文書、図画、写真及びスライド（これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同

じ。）並びに電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できな

い方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用

いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除

く。 

（１）実施機関が、府民の利用に供することを目的として管理しているもの 

（２）官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的

として発行されているもの（前号に掲げるものを除く。） 

２ この条例において、「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員

会、監査委員、公安委員会、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面

漁場管理委員会及び水道企業管理者及び警察本部長をいう。 

 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、行政文書の公開を求める権利が十分に保障されるように、この条例を

解釈し、運用するとともに、行政文書の適切な保存と迅速な検索に資するための行政文書

の管理体制の整備を図らなければならない。 

 

（利用者の責務） 

第４条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を受けたものは、それによって得た

情報を、第１条の目的に則して適正に用いなければならない。 

 

（個人に関する情報への配慮） 

第５条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報であって、

特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当で

あると認められるものをみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければなら

ない。 

 

第２章 行政文書の公開 

 

（公開請求権） 

第６条 何人も、実施機関に対して、行政文書の公開を請求することができる。 

 

（公開請求の方法） 

第７条 前条の規定による行政文書の公開の請求（以下本則において「公開請求」とい

う。）は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「請求書」という。）を実施機関に提出す

ることにより行わなければならない。 

（１）氏名及び住所又は居所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び
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主たる事務所の所在地） 

（２）行政文書の名称その他の公開請求に係る行政文書を特定するに足りる事項 

（３）前２号に掲げるもののほか、実施機関の規則（実施機関の規程を含み、実施機関が警

察本部長である場合にあっては、公安委員会規則をいう。以下同じ。）で定める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、公開請求は、実施機関の規則で定めるところにより、電子情

報処理組織（実施機関の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と公開

請求しようとするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理

組織をいう。）を使用して行うことができる。 

３ 前項の規定により行われた公開請求は、請求書により行われたものとみなして、この条

例の規定を適用する。 

４ 第２項の規定により行われた公開請求は、同項の実施機関の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルへの記録がされた時に当該実施機関に到達したものとみなす。 

５ 実施機関は、公開請求をしようとするものに対し、当該公開請求に係る行政文書の特定

に必要な情報を提供するよう努めなければならない。 

６ 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの（以下

「請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。こ

の場合において、実施機関は、請求者に対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努め

なければならない。 

 

（公開しないことができる行政文書） 

第８条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開

しないことができる。 

（１）法人（国及び地方公共団体その他の公共団体（以下「国等」という。）を除く。）その

他の団体（以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関

する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その

他正当な利益を害すると認められるもの（人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及

ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な

若しくは著しく不当な事業活動に関する情報（以下「例外公開情報」という。）を除

く。） 

（２）実施機関の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に個人又は法人等から提

供された情報であって、当該条件を付することが当該情報の性質、内容等に照らして正

当であり、かつ、当該個人又は法人等の承諾なく公にすることにより、当該個人又は法

人等の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの（例外公開情報を除く。） 

（３） 府の機関又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する情報であって、公

にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それ、府民の正確な理解を妨げることなどにより不当に府民の生活に支障を及ぼすおそ

れ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

（４） 府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、

交渉、渉外、争訟等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは

同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著し

い支障を及ぼすおそれのあるもの 
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（５） 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その

他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報 

２ 公安委員会又は警察本部長は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行

政文書を公開しないことができる。 

（１）前項第１号から第４号までのいずれかに該当する情報 

（２）公にすることにより、犯罪の予防､鎮圧又は捜査､公訴の維持、刑の執行その他の公共

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると公安委員会又は警察本部長が認める

ことにつき相当の理由がある情報 

（３）前２号に掲げるもののほか、公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護

に支障を及ぼすおそれがある情報 

 

（公開してはならない行政文書） 

第９条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開

してはならない。 

（１）個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所

属団体、財産、所得等に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、特定の個人が識別され得るもの（以下「個人識別情報」という。）のう

ち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの 

（２）法令の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示（地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条第１号への指示その他これに類する行

為をいう。）により、公にすることができない情報  

 

（行政文書の部分公開） 

第１０条 実施機関（公安委員会及び警察本部長を除く。）は、行政文書に次に掲げる情報

が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を

損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該行政文書を公開しなければ

ならない。 

（１）第８条第１項各号のいずれかに該当する情報で、同項の規定によりその記録されてい

る行政文書を公開しないこととされるもの 

（２）前条各号のいずれかに該当する情報 

２ 公安委員会又は警察本部長は、行政文書に次に掲げる情報が記録されている部分がある

場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できる

ときは、その部分を除いて、当該行政文書を公開しなければならない。 

（１）第８条第２項各号のいずれかに該当する情報で、同項の規定によりその記録されてい

る行政文書を公開しないこととされるもの 

（２）前条各号のいずれかに該当する情報 

 

（公益上の理由による公開） 

第１１条 第８条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書に同条第１項

各号又は第２項各号に掲げる情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があ

ると認めるときは、請求者に対し、当該行政文書の全部又は一部を公開しなければならな
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い。 

２ 第９条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書に同条第１号に掲げ

る情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者

に対し、当該行政文書の全部又は一部を公開することができる。 

３ 実施機関は、前項の規定により行政文書を公開しようとする場合には、大阪府個人情報

保護条例（平成８年大阪府条例第２号）の趣旨を勘案し、個人の権利利益が適正に保護さ

れるよう特段の配慮をしなければならない。 

 

（行政文書の存否に関する情報） 

第１２条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだ

けで、第１０条第１項各号又は第２項各号に掲げる情報を公開することとなるときは、実

施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができ

る。 

 

（行政文書の公開の決定及び通知） 

第１３条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨

の決定をし、速やかに、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面に

より通知しなければならない。 

２ 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき（前条の規定により公開

請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を管理していないときを含む。）は、そ

の旨の決定をし、速やかに、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項の規定による行政文書の一部を公開する旨の決定又は前項の決定を

した旨の通知をするときは、当該通知に次に掲げる事項を付記しなければならない。 

（１）当該通知に係る決定の理由 

（２）当該通知に係る行政文書に記録されている情報が第１０条第１項各号又は第２項各号

に掲げる情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合にあっては、

その期日 

 

（公開決定等の期限） 

第１４条 前条第１項及び第２項の決定（以下「公開決定等」という。）は、公開請求があ

った日から起算して１５日以内に行わなければならない。ただし、第７条第６項の規定に

より請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入し

ない。 

２ 実施機関は、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないことにつき正当

な理由があるときは、その期間を１５日を限度として延長することができる。この場合に

おいて、実施機関は、速やかに、請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面によ

り通知しなければならない。 

３ 第１項に規定する期間（前項の規定により当該期間の延長がなされた場合にあっては、

当該延長後の期間）内に、実施機関が公開決定等をしないときは、請求者は、前条第２項

の規定による行政文書の全部を公開しない旨の決定（以下「非公開決定」という。）があ

ったものとみなすことができる。 
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（公開決定等の期限の特例） 

第１５条 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算

して３０日（第７条第６項の規定により請求書の補正を求めた場合にあっては、これに当

該補正に要した日数を加えた日数）以内にそのすべてについて公開決定等をすることによ

り事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第１項及び第２項の規定

にかかわらず、実施機関は、当該公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該

期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に公開決定等をすれば

足りる。この場合において、実施機関は、同条第１項に規定する期間内に、請求者に対し、

次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

（１）この項を適用する旨及びその理由 

（２）残りの行政文書についての公開決定等をする期限 

２ 請求者に対し前項の規定による通知をした場合には、当該通知に係る行政文書について

は、前条第３項の規定は、適用しない。 

３ 第１項第２号に規定する期限までに、実施機関が公開決定等をしないときは、請求者は、

同号の残りの行政文書について非公開決定があったものとみなすことができる。 

 

（事案の移送） 

第１６条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであ

るときは、当該公開請求の趣旨に反しない限りにおいて、当該他の実施機関と協議の上、

当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした

実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該事案

に係る公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送

前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。 

 

（第三者に対する意見の提出の機会の付与等） 

第１７条 実施機関は、公開決定等をする場合において、当該公開決定等に係る行政文書に

国、地方公共団体及び請求者以外のもの（以下この条、第２１条及び第２２条において

「第三者」という。）に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該情報に係る

第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関の規則で定める事項を通知

して、その意見を書面により提出する機会を与えることができる。ただし、次項の規定に

より、あらかじめ第三者に対し、その意見を書面により提出する機会を与えなければなら

ない場合は、この限りでない。 

２ 実施機関は、第１３条第１項の決定（以下「公開決定」という。）をする場合において、

次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ当該各号の第三者に対し、公開請求に

係る行政文書の表示その他実施機関の規則で定める事項を書面により通知して、その意見

を書面により提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明し

ない場合は、この限りでない。 

（１）第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当

該情報が例外公開情報に該当すると認められるとき。 
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（２）第三者に関する個人識別情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合（第

１１条第２項の規定により公開しようとする場合を除く。）であって、当該個人識別情

報が人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であることから

第９条第１号に掲げる情報に該当しないと認められるとき。 

（３）第三者に関する情報が記録されている行政文書を第１１条第１項又は第２項の規定に

より公開しようとするとき。  

３ 実施機関は、前２項の規定により意見を書面により提出する機会を与えられた第三者が

当該機会に係る行政文書の公開に反対の意思を表示した書面（以下「反対意見書」とい

う。）を提出した場合において、当該行政文書について公開決定をするときは、当該公開

決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場

合において、実施機関は、当該公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対

し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければ

ならない。 

 

（行政文書の公開の実施） 

第１８条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公開決定に

係る行政文書を公開しなければならない。 

２ 前項の規定による行政文書の公開は、文書、図画、写真又はスライドにあっては閲覧又

は写しの交付により、電磁的記録にあってはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化

の進展状況等を勘案して実施機関の規則で定める方法により行う。 

３ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、行政文書を公開することにより当該行政文書が

汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第１０条第１項又は第２項の規定により行

政文書を公開するときその他相当の理由があるときは、当該行政文書を複写した物を閲覧

させ、若しくはその写しを交付し、又はこれらに準ずる方法として実施機関の規則で定め

る方法により公開することができる。 

４ 第１項の規定による行政文書の公開を受けるものは、実施機関の規則で定めるところに

より、公開決定をした実施機関に対し、その求める公開の実施の方法その他実施機関の規

則で定める事項を申し出なければならない。 

５ 前項の規定による申出は、第１３条第１項の規定による通知があった日から３０日以内

にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき

正当な理由があるときは、この限りでない。 

 

（他の法令との調整） 

第１９条 この章の規定は、次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、当該各号に定める方

法による当該行政文書の公開については、適用しない。 

（１）他の法令の規定により閲覧し、又は縦覧することができる行政文書（電磁的記録を除

く。） 閲覧 

（２）他の法令の規定により謄本、抄本等の交付を受けることができる行政文書（電磁的記

録を除く。） 写しの交付 

（３）他の法令の規定により、前条第２項の実施機関の規則で定める方法と同じ方法で公開

を受けることができる行政文書（電磁的記録に限る。） 当該同じ方法 
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第３章 不服申立て 

 

第１節 諮問等 

 

（審査会への諮問） 

第２０条 公開決定等について、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）に基づく不

服申立てがあった場合は、当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機関は、次

の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、大阪府情報公開審査会（以下「審査

会」という。）に当該不服申立てに対する決定又は裁決について諮問しなければならない。 

（１）不服申立てが明らかに不適法であり、却下するとき。 

（２）決定又は裁決で、不服申立てに係る公開決定等（公開請求に係る行政文書の全部を公

開する旨の決定を除く。以下この号において同じ。）を取り消し又は変更し、当該不服

申立てに係る行政文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等につ

いて反対意見書が提出されているときを除く。 

 

（諮問をした旨の通知） 

第２１条 前条の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）は、次

に掲げるものに対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。 

（１）不服申立人及び参加人 

（２）請求者（請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

（３）当該諮問に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者（当該第三者が不服

申立人又は参加人である場合を除く。） 

 

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続） 

第２２条 第１７条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場

合について準用する。 

（１）公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定又は裁決 

（２）不服申立てに係る行政文書を公開する旨の決定又は裁決（第三者である参加人が当該

行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。） 

 

第２節 審査会の調査審議の手続等 

 

（審査会の調査権限） 

第２３条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る

行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その

提示されている行政文書の公開を求めることができない。 

２ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政文

書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を

作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

３ 諮問実施機関は、審査会から第１項前段又は前項の規定による求めがあったときは、こ
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れを拒んではならない。 

４ 第１項及び第２項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服

申立人、参加人又は諮問実施機関（以下「不服申立人等」という。）に対し、その意見を

記載した書面（以下「意見書」という。）又は資料の提出を求めること、適当と認める者

にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他の必要な調査をすることが

できる。 

 

（意見の陳述） 

第２４条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で

意見を陳述する機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認め

るときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合において、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とと

もに出頭することができる。 

 

（意見書等の提出） 

第２５条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただ

し、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれ

を提出しなければならない。 

 

（委員による調査手続） 

第２６条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第２３条第１項の

規定により提示された行政文書について閲覧（当該行政文書が電磁的記録である場合にあ

っては、これに準ずる方法を含む。）をさせ、同条第４項に規定する調査をさせ、又は第

２４条第１項の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。 

 

（提出資料の閲覧等） 

第２７条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は

写しの交付（以下「閲覧等」という。）（当該意見書又は資料が電磁的記録である場合にあ

っては、閲覧等に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法を含む。）を求めること

ができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めると

きその他正当な理由があると認めるときでなければ、当該閲覧等を拒むことができない。 

 

（調査審議手続の非公開） 

第２８条 審査会の行う不服申立てに係る調査審議の手続は、公開しない。 

 

（答申等） 

第２９条 審査会は、第２０条の規定による諮問があった日から起算して６０日以内に書面

により答申するよう努めなければならない。 

２ 審査会は、前項の規定による答申をしたときは、同項の書面の写しを不服申立人及び参

加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表しなければならない。 

３ 諮問実施機関は、審査会が第１項の規定による答申をしたときは、これを尊重して、速
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やかに、当該答申に係る不服申立てに対する決定又は裁決をしなければならない。 

４ 諮問実施機関は、不服申立てがあった日から起算して９０日以内に当該不服申立てに対

する決定又は裁決をするよう努めなければならない。 

 

（守秘義務） 

第３０条 審査会の委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も、同様とする。  

 

第４章 総合的な情報の公開の推進 

 

（総合的な情報の公開に関する施策の充実） 

第３１条 実施機関は、府の諸活動を府民に説明する責務が全うされるようにするため、府

政に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で府民に明らかにされるよう、総合的な情報

の公開の推進に関する施策の充実に努めなければならない。 

 

（情報の公表及び提供） 

第３２条 実施機関は、府民の府政への参加をより一層推進し、府政の公正な運営を確保し、

府民の生活の保護及び利便の増進を図るため、情報の公表を積極的に行うとともに、府民

の求めに応じ、わかりやすい情報を迅速に提供するよう努めなければならない。 

２ 実施機関は、第１８条第１項の規定により公開した行政文書に記録された情報の提供及

び公表を推進するよう適切な措置を講じなければならない。 

 

（会議の公開） 

第３３条 実施機関は、府民の府政への参加をより一層推進し、府政の公正な運営を確保す

るため、府民、学識経験のある者等で構成され、府の事務について審査、審議、調査等を

行う審議会等の会議の公開に努めなければならない。 

 

（出資法人の情報の公開） 

第３４条 実施機関は、府が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人

その他これに類する法人のうち、府又は当該実施機関が法令の規定に基づく権限を有する

法人であって、当該実施機関が定めるもの（以下「出資法人」という。）の情報で当該実

施機関が管理するものの公開に努めなければならない。 

２ 実施機関は、出資法人のうち府の事務と特に密接な関係を有する出資法人として実施機

関が定めるものについて、その性格及び業務内容に応じ、当該出資法人が管理する情報の

公開が推進されるよう、必要な措置を講じなければならない。 

 

（制度の公正な運営等） 

第３５条 実施機関は、府民、学識経験のある者等の意見を聴いて、行政文書の公開等の制

度の公正かつ円滑な運営及び改善に努めなければならない。 
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第５章 雑則  

 

（行政文書の管理） 

第３６条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、当該実施機関の規則

で定めるところにより行政文書の管理に関する定めを設け、これを一般の閲覧に供しなけ

ればならない。 

２ 前項の実施機関の規則においては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準

その他の行政文書の管理に関し必要な基本的事項について定めなければならない。 

 

（公開請求の利便を考慮した適切な措置） 

第３７条 実施機関は、何人も容易に、かつ、的確に公開請求をすることができるよう、次

項に定めるもののほか、当該実施機関が管理する行政文書の特定に資する情報の提供その

他の公開請求の利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。 

２ 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書の目録等行政文書

を検索するための資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。 

 

（費用負担） 

第３８条 次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の写しの作成及び送付（これらに準

ずるものとして実施機関の規則で定めるものを含む。）に要する費用を負担しなければな

らない。 

（１）公開請求をして、行政文書又はこれを複写した物の写しの交付（第１８条第２項及び

第３項の実施機関の規則で定める方法を含む。）を受けるもの 

（２）第２７条の意見書又は資料（これらを複写した物を含む。）の写しの交付（同条の実

施機関の規則で定める方法を含む。）を受けるもの 

（３）第３２条の規定に基づき、実施機関が定めるところにより、情報の提供として行政文

書等の写しの交付（これに準ずるものとして実施機関の規則で定める方法を含む。）を

受けるもの 

 

（運用状況の公表） 

第３９条 知事は、毎年度、実施機関に対し、この条例の運用状況について報告を求め、こ

れをとりまとめて、その概要を公表しなければならない。 

 

（適用除外） 

第４０条 この条例の規定は、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第５３条の２の訴

訟に関する書類及び押収物については、適用しない。 

 

（委任） 

第４１条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 

 

（罰則） 

第４２条 第３０条の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は３０万円以
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下の罰金に処する。 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例の施行期日は、規則で定める。 

（平成１２年大阪府規則第２２５号で平成１２年６月１日から施行） 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の大阪府公文書公開条例（以下「旧条例」という。）第

７条第１項の規定によりなされている公文書の公開の請求（以下「旧請求」という。）は、

改正後の大阪府情報公開条例（以下「新条例」という。）第６条の規定によりなされた行

政文書の公開の請求とみなす。 

３ この条例の施行の際現に旧条例第１５条第１項の規定により大阪府公文書公開審査会に

対してなされている諮問（以下「旧諮問」という。）は、新条例第２０条の規定によりな

された審査会に対する諮問とみなす。 

４ 前２項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた旧

請求又は旧諮問に係る処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある

場合には、当該規定によってなされたものとみなす。 

（大阪府附属機関条例の一部改正） 

５ 大阪府附属機関条例（昭和２７年大阪府条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

第１条第１号の表大阪府公文書公開審査会の項を次のように改める。 

 

 

 

大阪府情報公開審査会 大阪府情報公開条例（平成１１年大阪府条例第39号）第２０

条に規定する不服申立てについての調査審議に関する事務 

 

 

附 則（平成１２年１０月２７日条例第１３７号） 

 

（施行期日） 

この条例の施行期日は、規則で定める。 

（平成１３年大阪府規則第９５号で平成１３年１１月１日から施行） 

 

附 則（平成１３年１０月３０日条例第７４号） 

 

（施行期日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成１５年３月２５日条例第９号） 

 

（施行期日） 

この条例の施行期日は、規則で定める。 

（平成１５年大阪府規則第１２２号で平成１５年１１月２５日から施行） 


